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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィラーを含む絶縁フィルムと、前記絶縁フィルムの第１の表面に積層された保護フィ
ルムとを備える積層フィルムを用いて、前記保護フィルムが積層された状態で、前記絶縁
フィルムを前記第１の表面とは反対の第２の表面側から、金属層を表面に有する積層対象
部材にラミネートする工程と、
　前記絶縁フィルムを予備硬化させる工程と、
　レーザー照射によって、前記保護フィルム及び前記絶縁フィルムを貫通するビアを形成
する工程と、
　前記保護フィルムを剥離する工程と、
　デスミア処理により前記ビアの内部のスミアを除去する工程とを備え、
　前記積層フィルムにおける前記保護フィルムが、前記レーザー照射の波長での光線透過
率が７０％以下であり、
　前記積層フィルムにおける前記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの
吸光係数ε０が０．０３以上である、積層構造体の製造方法。
【請求項２】
　フィラーを含む絶縁フィルムと、前記絶縁フィルムの第１の表面に積層された保護フィ
ルムとを備え、
　前記保護フィルムが積層された状態で、前記絶縁フィルムを前記第１の表面とは反対の
第２の表面側から、金属層を表面に有する積層対象部材にラミネートし、前記絶縁フィル
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ムを予備硬化させた後、レーザー照射によって、前記保護フィルム及び前記絶縁フィルム
を貫通するビアを形成し、前記保護フィルムを剥離し、デスミア処理により前記ビアの内
部のスミアを除去するように用いられる積層フィルムであり、
　前記保護フィルムの波長３５５ｎｍの光線透過率が７０％以下であり、
　前記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０が０．０３以
上である、積層フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁フィルムを備える積層フィルムであって、例えばプリント配線板などに
おいて、絶縁層を形成するために用いることができる積層フィルムに関する。また、本発
明は、上記積層フィルムを用いる積層構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、積層板及びプリント配線板等の電子部品を得るために、様々な樹脂組成物が用い
られている。例えば、多層プリント配線板では、内部の層間を絶縁するための絶縁層を形
成したり、表層部分に位置する絶縁層を形成したりするために、樹脂組成物が用いられて
いる。上記絶縁層の表面には、一般に金属部である配線が積層される。
【０００３】
　また、絶縁層を形成するために、上記樹脂組成物をフィルム化した絶縁フィルムが用い
られることがある。この絶縁フィルムは、取扱い性を高めるために、保護フィルムに積層
された積層フィルムの形態で用いられることがある。
【０００４】
　例えば、プリント配線板用の層間絶縁フィルムを備える積層フィルムは、第１の保護フ
ィルム上に、エポキシ樹脂組成物により形成された絶縁フィルムが積層され、絶縁フィル
ム上に第２の保護フィルムが積層されて形成されている。プリント配線板において絶縁層
を形成する際には、一方の保護フィルムを絶縁フィルムから剥離する。絶縁フィルムを露
出した表面側から、真空ラミネーターやプレスによって内層回路基板等の積層対象部材に
積層する。その後、他方の保護フィルムを剥離する。その後、金属配線の形成、絶縁フィ
ルムの硬化、絶縁フィルムに対するビアの形成、ビアのデスミアを行う工程などを経て、
プリント配線板が製造される。
【０００５】
　上記のような積層フィルム及び該積層フィルムを用いた回路基板の製造方法は、例えば
下記の特許文献１に開示されている。
【０００６】
　下記の特許文献１には、回路基板上に、表面に保護フィルムが接着された半硬化状態の
硬化性樹脂層を形成し、上記保護フィルム上よりレーザー光を照射して、上記半硬化状態
の硬化性樹脂層にビアホールを形成し、上記ビアホール内のスミアを、プラズマを用いた
デスミア処理により除去し、上記保護フィルムを剥離し、上記半硬化状態の硬化性樹脂層
を硬化させるソルダーレジストの形成方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２０１２／０４２８４６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載のような従来の工程及び積層フィルムの構成では、ビアを良好に形成
することが困難なことがある。例えば、ビアの開口部及び底部において、十分な開口面積
が確保されず、ビアの形状が悪くなることがある。また、ビアが形成された絶縁フィルム
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の上部において、ビアの周辺にて粗化後の絶縁フィルムにダメージが発生することがある
。また、ビアの形成後のデスミア処理において、ビア底の絶縁フィルムが充分に除去され
ずに、スミアが残存することがある。更には、レーザーのエネルギーを高くしたり、レー
ザーでの加工回数を増やしたりしなければならず、生産性、コストの面で不利になる。ま
た、ビアの形成後のデスミア処理において、ビア底の絶縁フィルムが充分に除去されずに
、スミアが残存することがある。
【０００９】
　本発明の目的は、ビアを良好に形成することができ、ビア底にスミアを残存し難くする
ことができる積層構造体の製造方法を提供することである。
【００１０】
　また、本発明の目的は、絶縁フィルムを保護フィルムとともにラミネート、予備硬化さ
せた後にビアを良好に形成することができ、ビア底にスミアを残存し難くすることができ
る積層フィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の広い局面によれば、フィラーを含む絶縁フィルムと、前記絶縁フィルムの第１
の表面に積層された保護フィルムとを備える積層フィルムを用いて、前記保護フィルムが
積層された状態で、前記絶縁フィルムを前記第１の表面とは反対の第２の表面側から、金
属層を表面に有する積層対象部材にラミネートする工程と、前記絶縁フィルムを予備硬化
させる工程と、レーザー照射によって、前記保護フィルム及び前記絶縁フィルムを貫通す
るビアを形成する工程と、前記保護フィルムを剥離する工程と、デスミア処理により前記
ビアの内部のスミアを除去する工程とを備え、前記積層フィルムにおける前記保護フィル
ムが、前記レーザー照射の波長での光線透過率が７０％以下であり、前記積層フィルムに
おける前記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０が０．０
３以上である、積層構造体の製造方法が提供される。
【００１２】
　本発明の広い局面によれば、フィラーを含む絶縁フィルムと、前記絶縁フィルムの第１
の表面に積層された保護フィルムとを備え、前記保護フィルムが積層された状態で、前記
絶縁フィルムを前記第１の表面とは反対の第２の表面側から、金属層を表面に有する積層
対象部材にラミネートし、前記絶縁フィルムを予備硬化させた後、レーザー照射によって
、前記保護フィルム及び前記絶縁フィルムを貫通するビアを形成し、前記保護フィルムを
剥離し、デスミア処理により前記ビアの内部のスミアを除去するように用いられる積層フ
ィルムであり、前記保護フィルムの波長３５５ｎｍの光線透過率が７０％以下であり、前
記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０が０．０３以上で
ある、積層フィルムが提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る積層構造体の製造方法は、フィラーを含む絶縁フィルムと、上記絶縁フィ
ルムの第１の表面に積層された保護フィルムとを備える積層フィルムを用いて、上記保護
フィルムが積層された状態で、上記絶縁フィルムを上記第１の表面とは反対の第２の表面
側から、金属層を表面に有する積層対象部材にラミネートする工程と、上記絶縁フィルム
を予備硬化させる工程と、レーザー照射によって、上記保護フィルム及び上記絶縁フィル
ムを貫通するビアを形成する工程と、上記保護フィルムを剥離する工程と、デスミア処理
により上記ビアの内部のスミアを除去する工程とを備え、上記積層フィルムにおける上記
保護フィルムが、上記レーザー照射の波長での光線透過率が７０％以下であり、上記積層
フィルムにおける上記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε

０が０．０３以上であるので、ビアを良好に形成することができる。
【００１４】
　本発明に係る積層フィルムは、フィラーを含む絶縁フィルムと、上記絶縁フィルムの第
１の表面に積層された保護フィルムとを備え、上記保護フィルムが積層された状態で、上
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記絶縁フィルムを上記第１の表面とは反対の第２の表面側から、金属層を表面に有する積
層対象部材にラミネートし、上記絶縁フィルムを予備硬化させた後、レーザー照射によっ
て、上記保護フィルム及び上記絶縁フィルムを貫通するビアを形成し、上記保護フィルム
を剥離し、デスミア処理により上記ビアの内部のスミアを除去するように用いられる積層
フィルムであり、上記保護フィルムの波長３５５ｎｍの光線透過率が７０％以下であり、
上記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０が０．０３以上
であるので、絶縁フィルムを保護フィルムとともにラミネートした後に、ビアを良好に形
成することができ、ビア底にスミアを残存し難くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る積層フィルムを模式的に示す断面図である。
【図２】図２（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施形態に係る積層フィルムを用いて、積層
構造体を製造する各工程を説明するための模式的な断面図である。
【図３】図３（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施形態に係る積層フィルムを用いて、積層
構造体を製造する各工程を説明するための模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の詳細を説明する。
【００１７】
　（積層フィルム）
　本発明に係る積層フィルムは、フィラーを含む絶縁フィルムと、上記絶縁フィルムの第
１の表面に積層された保護フィルム（第１の保護フィルム）とを備える。本発明に係る積
層フィルムは、上記保護フィルムが積層された状態で、上記絶縁フィルムを上記第１の表
面とは反対の第２の表面側から、金属層を表面に有する積層対象部材にラミネートし、上
記絶縁フィルムを予備硬化させた後、レーザー照射によって、上記保護フィルム及び上記
絶縁フィルムを貫通するビアを形成し、上記保護フィルムを剥離し、デスミア処理により
上記ビアの内部のスミアを除去するように用いられる積層フィルムである。本発明に係る
積層フィルムでは、上記保護フィルムの波長３５５ｎｍの光線透過率が７０％以下である
。本発明に係る積層フィルムでは、上記絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当
たりの吸光係数ε０が０．０３以上である。
【００１８】
　本発明に係る積層フィルムでは、上述した構成を備えているので、絶縁フィルムを保護
フィルムとともにラミネートした後に、ビアを良好に形成することができ、ビア底にスミ
アを残存し難くすることができる。本発明では、良好な形状を有するビアを形成すること
ができる。さらに、ビアが形成された絶縁フィルムの上部において、ビアの周辺にて絶縁
フィルムのダメージを生じ難くすることができる。
【００１９】
　例えば、保護フィルムにおいて、ビアを形成するレーザーの波長での光線透過率が低い
ので、ビアの開口部及び底部において、十分な開口面積が確保され、ビアの形状が良好に
なる。更には、レーザーのエネルギーを高くしたり、レーザーでの加工回数を増やしたり
する必要がなく、生産性、コストの面で有利になる。また、絶縁フィルムの吸光係数ε０

が高いので、ビアの形成後のデスミア処理において、ビア底の絶縁フィルムが充分に除去
されて、スミア残存し難くなる。
【００２０】
　ビアを良好に形成し、かつビア底にスミアをより一層残存し難くする観点からは、上記
保護フィルムの光線透過率は好ましくは５０％以下である。ビアを良好に形成し、かつビ
ア底にスミアをより一層残存し難くする観点からは、上記絶縁フィルムのフィラーを除く
成分の単位重量当たりの吸光係数ε０は好ましくは０．０５以上である。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る積層フィルムを模式的に示す断面図である。
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【００２２】
　積層フィルム１は、絶縁フィルム２と、第１の保護フィルム３と、第２の保護フィルム
４を備える。第１の保護フィルム３は、絶縁フィルム２の第１の表面２ａに積層されてい
る。第２の保護フィルム４は、絶縁フィルム２の第１の表面２ａとは反対側の第２の表面
２ｂに積層されている。
【００２３】
　積層フィルムの取扱性を高める観点からは、本発明では、積層フィルムは、絶縁フィル
ムの第２の表面に積層された第２の保護フィルムを備えることが好ましい。但し、積層フ
ィルムは、絶縁フィルムの第２の表面に積層された第２の保護フィルムを備えていなくて
もよい。積層フィルムは、絶縁フィルムの第２の表面に積層された第２の保護フィルムを
備えるか又は備えていない。
【００２４】
　絶縁フィルム２はフィラーを含む。第１の保護フィルム３の波長３５５ｎｍの光線透過
率は７０％以上である。絶縁フィルム２のフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係
数ε０は０．０３以上である。
【００２５】
　積層フィルム１では、絶縁フィルム２は第２の表面２ｂ側から、第１の保護フィルム３
が積層された状態で、金属層を表面に有する積層対象部材にラミネートして用いられる。
また、絶縁フィルム２を予備硬化させた後、レーザー照射によって、第１の保護フィルム
３及び絶縁フィルム（予備硬化後）を貫通するビアを形成し、第１の保護フィルム３を剥
離し、デスミア処理により上記ビアの内部のスミアを除去するように用いられる。絶縁フ
ィルム２が第２の表面２ｂ側から積層対象部材にラミネートされる前に、絶縁フィルム２
の第２の表面２ｂから第２の保護フィルム４が剥離される。
【００２６】
　保護フィルムをより一層良好に剥離し、絶縁層と金属層との密着強度をより一層高める
観点からは、ビア形成工程後の上記絶縁フィルムに対する上記保護フィルム（第１の保護
フィルム）の剥離強度は好ましくは１０ｍＮ／ｃｍ以上、より好ましくは２０ｍＮ／ｃｍ
以上、好ましくは６０ｍＮ／ｃｍ以下、より好ましくは４０ｍＮ／ｃｍ以下である。上記
剥離強度が上記下限以上であると、保護フィルムの意図しない剥離が抑えられる。上記剥
離強度が上記上限以下であると、保護フィルムを良好に剥離することができる。
【００２７】
　上記第１の保護フィルムとしては、紫外線領域以下に高い吸収を持つ、ＰＥＮ（ポリエ
チレンナフタレート）フィルム、ポリアミドフィルム、ポリイミドフィルム、及び紫外線
吸収剤を含有するポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリブチレンテレフタレートフ
ィルム、ポリエステル樹脂フィルム、ポリエチレンフィルム及びポリプロピレンフィルム
などのオレフィン樹脂フィルムが挙げられる。
【００２８】
　上記第２の保護フィルムとしては、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリブチレ
ンテレフタレートフィルム及びポリエチレンナフタレートフィルムなどのポリエステル樹
脂フィルム、ポリエチレンフィルム及びポリプロピレンフィルムなどのオレフィン樹脂フ
ィルム、並びにポリイミド樹脂フィルム等が挙げられる。
【００２９】
　上記絶縁フィルム又は上記絶縁フィルムを硬化させた絶縁層上には、金属配線を形成す
ることが好ましい。上記絶縁フィルム又は上記絶縁フィルムを硬化させた絶縁層上には、
ダメージが生じ難いために、金属配線を微細化しても、金属配線を良好に形成することが
できる。
【００３０】
　上記積層対象部材としては、金属層を表面に有する基板、金属層を表面に有する絶縁層
等が挙げられる。上記積層対象部材は、金属層を表面に有する基板であってもよく、金属
層を表面に有する絶縁層であってもよい。上記金属層を表面に有する基板は、回路基板で
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あることが好ましい。
【００３１】
　上記絶縁フィルムに用いることができる各成分については、後に詳しく記載する。
【００３２】
　（積層構造体の製造方法）
　本発明に係る積層構造体の製造方法は、フィラーを含む絶縁フィルムと、上記絶縁フィ
ルムの第１の表面に積層された保護フィルム（第１の保護フィルム）とを備える積層フィ
ルムを用いて、上記保護フィルムが積層された状態で、上記絶縁フィルムを上記第２の表
面側から、金属層を表面に有する積層対象部材にラミネートする工程（ラミネート工程）
と、上記絶縁フィルムを予備硬化させる工程（予備硬化工程）と、レーザー照射によって
、上記保護フィルム及び上記絶縁フィルムを貫通するビアを形成する工程（ビア形成工程
）と、上記保護フィルムを剥離する工程（剥離工程）と、デスミア処理により上記ビアの
内部のスミアを除去する工程（デスミア工程）とを備える。
【００３３】
　本発明に係る積層構造体の製造方法では、上記保護フィルムの上記レーザー照射の波長
での光線透過率が７０％以上である。本発明に係る積層構造体の製造方法では、上記絶縁
フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０が０．０３以上である。
【００３４】
　本発明に係る積層構造体の製造方法では、上述した構成を備えているので、ビアを良好
に形成することができ、ビア底にスミアを残存させ難くすることができる。本発明では、
良好な形状を有するビアを形成することができる。さらに、ビアが形成され、デスミア処
理された絶縁フィルムの上部において、ビアの周辺にて他の部位より荒れてしまう絶縁フ
ィルムのダメージを生じ難くすることができる。
【００３５】
　例えば、保護フィルムにおいて、ビアを形成するレーザーの波長での光線透過率が低い
ので、ビアの開口部及び底部において、十分な開口面積が確保され、ビアの形状が良好に
なる。更には、レーザーのエネルギーを高くしたり、レーザーでの加工回数を増やしたり
する必要がなく、生産性、コストの面で有利になる。また、絶縁フィルムにおいて、ビア
を形成するレーザーの波長での吸光係数ε０が高いので、ビアの形成後のデスミア処理に
おいて、ビア底の絶縁フィルムが充分に除去されて、スミア残存し難くなる。
【００３６】
　ビアを良好に形成し、かつビア底にスミアをより一層残存し難くする観点からは、上記
保護フィルムの光線透過率は好ましくは５０％以上である。ビアを良好に形成し、かつビ
ア底にスミアをより一層残存し難くする観点からは、上記絶縁フィルムのフィラーを除く
成分の単位重量当たりの吸光係数ε０は好ましくは０．０５以上である。
【００３７】
　上記デスミア工程は、上記絶縁フィルムの上記積層対象部材側とは反対の表面を粗化処
理する粗化処理工程を兼ねていてもよい。
【００３８】
　本発明に係る積層構造体の製造方法は、上記デスミア工程又は粗化処理工程後に、粗化
処理された絶縁フィルムの上記積層対象部材側とは反対の表面に、めっき処理により金属
層を形成するめっき工程、並びに上記めっき工程後に、予備硬化された絶縁フィルムを硬
化させる本硬化工程、の各工程を備えることが好ましい。
【００３９】
　次に、図２（ａ）～（ｄ）及び図３（ａ）～（ｄ）を参照しつつ、積層構造体の製造方
法の各工程を具体的に説明する。
【００４０】
　先ず、図１に示す積層フィルム１を用意する。
【００４１】
　（Ｂステージ積層フィルム作製方法）
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　樹脂組成物をフィルム状に成形する方法としては、例えば、押出機を用いて、樹脂組成
物を溶融混練し、押出した後、Ｔダイ又はサーキュラーダイ等により、フィルム状に成形
する押出成形法、溶剤を含む樹脂組成物をキャスティングしてフィルム状に成形するキャ
スティング成形法、並びに従来公知のその他のフィルム成形法等が挙げられる。なかでも
、薄型化に対応可能であることから、押出成形法又はキャスティング成形法が好ましい。
フィルムにはシートが含まれる。
【００４２】
　上記樹脂組成物をフィルム状に成形し、熱による硬化が進行し過ぎない程度に、例えば
９０～２００℃で１～１８０分間加熱乾燥させることにより、Ｂステージフィルムを得る
ことができる。例えば、このＢステージフィルムを、絶縁フィルムとして用いることがで
きる。
【００４３】
　上述のような乾燥工程により得ることができるフィルム状の樹脂組成物をＢステージフ
ィルムと称する。上記Ｂステージフィルムは、未硬化状態にある未硬化物である。未硬化
物は硬化しておらず、硬化がさらに進行され得る。
【００４４】
　上記Ｂステージフィルムは、プリプレグではないことが好ましい。上記Ｂステージフィ
ルムがプリプレグではない場合には、ガラスクロスなどに沿ってマイグレーションが生じ
ることがなくなる。また、Ｂステージフィルムをラミネート又はプレキュアする際に、表
面にガラスクロスに起因する凹凸が生じることがなくなる。また、樹脂組成物をプリプレ
グを含まないＢステージフィルムとすることで、硬化物の熱による寸法変化が小さくなり
、形状保持性が高くなり、セミアディティブプロセス適性が高くなる。
【００４５】
　絶縁フィルムの厚みは、好ましくは５μｍ以上２００μｍ以下である。
【００４６】
　積層フィルム１を用いて、絶縁フィルム２の第２の表面２ｂから第２の保護フィルム４
を剥離する。第２の保護フィルム４の剥離後に、絶縁フィルム２と第１の保護フィルム３
との積層フィルム１Ａが得られる（図２（ａ）、前剥離工程（第１の剥離工程））。
【００４７】
　次に、絶縁フィルム２を第２の表面２ｂ側から、第１の保護フィルム３が積層された状
態で、積層対象部材２１にラミネートする（図２（ｂ）、ラミネート工程）。ここでは、
積層対象部材２１として、金属層２１ｂを表面に有する基板が用いられており、この基板
は回路基板である。この基板は、基板本体２１ａと、基板本体２１ａ上に金属層２１ｂと
を有する。ラミネート後に、絶縁フィルム２は、第２の表面２ｂ側で、積層対象部材２１
と接する。絶縁フィルム２は、金属層２１ｂが無い領域で基板本体２１ａと接し、金属層
２１ｂがある領域で金属層２１ｂと接する。
【００４８】
　次に、絶縁フィルム２を予備硬化させる。絶縁フィルム２は、予備硬化された絶縁フィ
ルム２Ａになる（図２（ｃ）、予備硬化工程）。
【００４９】
　絶縁フィルムを適度に予備硬化させるための予備硬化温度は好ましくは１００℃以上、
好ましくは２００℃以下、予備硬化時間は好ましくは０．５時間以上、好ましくは２時間
以下である。
【００５０】
　次に、上記予備硬化工程後に、第１の保護フィルム３及び絶縁フィルム２Ａに、レーザ
ーを照射する。金属層２１ｂに対応する位置にて、レーザーを照射する。レーザー照射に
よって、第１の保護フィルム３及び絶縁フィルム２Ａを貫通するビア３１を形成する（図
２（ｄ）、ビア形成工程）。本実施形態では、ビア３１が形成された絶縁フィルム２Ａの
上部Ｘにおいて、絶縁フィルム２Ａのダメージが抑えられている。さらに、ビア３１の底
部Ｙにてスミアが残存していない。なお、ビア３１の底部Ｙに、スミアがわずかに残存し
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ていたとしても、残存しているスミアは少量であるため、デスミア処理によって残存して
いるスミアを除去することができる。
【００５１】
　次に、上記ビア形成工程後に、絶縁フィルム２Ａの第１の表面２ａから第１の保護フィ
ルム３を剥離する。第１の保護フィルム３を剥離すると、絶縁フィルム２Ａの第１の表面
２ａが露出する（図３（ａ）、剥離工程（第２の剥離工程））。
【００５２】
　次に、上記剥離工程後に、デスミア処理により上記ビアの内部のスミアを除去する（図
３（ｂ）、デスミア工程）。本実施形態では、絶縁フィルム２Ａの積層対象部材２１側と
は反対の第１の表面２ａ（上面）を粗化処理している。粗化処理により、予備硬化された
絶縁フィルム２Ａは、粗化処理された絶縁フィルム２Ｂになる。粗化処理前に膨潤処理を
行ってもよい。デスミア処理は、粗化処理を兼ねていてもよい。本実施形態では、デスミ
ア処理後に、ビア３１の底部Ｙにてスミアが残存していない。
【００５３】
　上記デスミア処理及び上記粗化処理には、例えば、マンガン化合物、クロム化合物又は
過硫酸化合物などの化学酸化剤等が用いられる。これらの化学酸化剤は、水又は有機溶剤
が添加された後、水溶液又は有機溶媒分散溶液として用いられる。デスミア処理及び粗化
処理に用いられるデスミア処理液及び粗化液は、一般にｐＨ調整剤などとしてアルカリを
含む。デスミア処理液及び粗化液は、水酸化ナトリウムを含むことが好ましい。
【００５４】
　上記マンガン化合物としては、過マンガン酸カリウム及び過マンガン酸ナトリウム等が
挙げられる。上記クロム化合物としては、重クロム酸カリウム及び無水クロム酸カリウム
等が挙げられる。上記過硫酸化合物としては、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム及び過
硫酸アンモニウム等が挙げられる。
【００５５】
　上記粗化処理の方法は特に限定されない。上記粗化処理の方法として、例えば、３０～
９０ｇ／Ｌ過マンガン酸又は過マンガン酸塩溶液及び３０～９０ｇ／Ｌ水酸化ナトリウム
溶液を用いて、処理温度３０～８５℃及び１～４０分間の条件で、予備硬化された絶縁フ
ィルムを処理する方法が好適である。この粗化処理は、１回又は２回行われることが好ま
しい。上記粗化処理の温度は５０～８５℃の範囲内であることが好ましい。
【００５６】
　上記絶縁フィルムの粗化処理された表面の算術平均粗さＲａは好ましくは５０ｎｍ以上
、より好ましくは７０ｎｍ以上、好ましくは１５０ｎｍ以下、より好ましくは１００ｎｍ
以下である。上記算術平均粗さＲａが上記下限以上及び上記上限以下であると、絶縁層と
金属層との密着性がより一層高くなる。上記算術平均粗さは、ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９
９４に準拠して測定される。
【００５７】
　次に、上記デスミア工程及び上記粗化処理工程後に、粗化処理された絶縁フィルム２Ｂ
の積層対象部材２１側とは反対の第１の表面２ａ（上面）に、めっき処理により金属層２
２を形成する（図３（ｃ）、めっき工程）。ここでは、微細な金属配線である金属層２２
が形成されている。金属層２２は、ビア３１内にも至っている。絶縁フィルム上に金属層
を形成した後に、ドライフィルムレジストを積層し、露光及び現像して、レジストパター
ンを形成し、次に、レジストパターンの開口部においてエッチング処理により金属層を部
分的に除去して、レジストパターンを剥離して、金属配線を形成してもよい。絶縁フィル
ム上にドライフィルムレジストを積層し、露光及び現像して、レジストパターンを形成し
、次にレジストパターンの開口部において金属配線を形成し、レジストパターンを剥離し
て、金属配線を形成してもよい。また、ドライフィルムレジストを用いずに、直接にレジ
ストパターンを形成してもよい。
【００５８】
　積層フィルムの使用により、金属層を微細配線にすることができる。微細配線である金
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属層のＬ／Ｓは好ましくは２０μｍ以下／２０μｍ以下、より好ましくは１５μｍ以下／
１５μｍ以下、更に好ましくは１０μｍ以下／１０μｍ以下である。
【００５９】
　次に、上記めっき工程後に、予備硬化されかつ粗化処理された絶縁フィルム２Ｂを硬化
させる。粗化処理された絶縁フィルム２Ｂは、絶縁層２Ｃになる（図３（ｄ）、本硬化工
程）。
【００６０】
　上記本硬化工程において、絶縁フィルムを充分に硬化させるための本硬化温度は好まし
くは１５０℃以上、好ましくは２００℃以下、本硬化時間は好ましくは０．５時間以上、
好ましくは２時間以下である。上記本硬化工程における本硬化温度は、上記予備硬化工程
における予備硬化温度よりも好ましくは２０℃以上高い。
【００６１】
　上記本硬化工程では、複数の絶縁フィルムを積層した後に、複数の絶縁フィルムを一度
に硬化させてもよい。
【００６２】
　上記の工程を経て、積層構造体を得ることができる。
【００６３】
　複数の金属層が複数の絶縁層を介して積層されているプリント配線板は、ビルドアップ
法を用いて得ることが可能である。上記積層構造体は、プリント配線板であることが好ま
しく、ビルドアップ配線板であることが好ましい。上記ビルドアップ法では、金属層を上
面に有する基板を用いて、基板上に絶縁層を形成する工程と、さらにその上に金属層を形
成する工程と、さらにその上に絶縁層を形成する工程とが繰り返し行われる。これらの工
程によって、多層ビルドアップ配線板が得られる。
【００６４】
　（絶縁フィルムの材料）
　［熱硬化性樹脂］
　上記絶縁フィルムに含まれる熱硬化性樹脂は特に限定されない。上記熱硬化性樹脂とし
ては、エポキシ樹脂、ポリイミド、及びアクリル樹脂等が挙げられる。絶縁性や機械強度
をより一層良好にする観点からは、上記熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂であることが好ま
しい。上記熱硬化性樹脂は１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００６５】
　上記エポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エ
ポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、
ビフェニル型エポキシ樹脂、ビフェニルノボラック型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポ
キシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、フルオレン型エポキシ樹脂、フェノールアラルキ
ル型エポキシ樹脂、ナフトールアラルキル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポ
キシ樹脂、アントラセン型エポキシ樹脂、アダマンタン骨格を有するエポキシ樹脂、トリ
シクロデカン骨格を有するエポキシ樹脂、及びトリアジン核を骨格に有するエポキシ樹脂
等が挙げられる。上記エポキシ樹脂は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用さ
れてもよい。
【００６６】
　上記熱硬化性樹脂において、特にナフタレン型エポキシ樹脂、ナフトールアラルキル型
エポキシ樹脂、アントラセン型エポキシ樹脂等の多環芳香族を有する樹脂、及びトリアジ
ン核を有するエポキシ樹脂等の複素環を有する樹脂は、紫外領域での高い光吸収特性を有
し、樹脂組成物の単位重量当たりの吸光係数ε０を高めることができる。
【００６７】
　［硬化剤］
　上記絶縁フィルムに含まれる硬化剤は特に限定されない。上記硬化剤は１種のみが用い
られてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００６８】
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　上記硬化剤としては、シアネートエステル化合物（シアネートエステル硬化剤）、フェ
ノール化合物（フェノール硬化剤）、アミン化合物（アミン硬化剤）、チオール化合物（
チオール硬化剤）、イミダゾール化合物、ホスフィン化合物、酸無水物、活性エステル化
合物及びジシアンジアミド等が挙げられる。なかでも、熱による寸法変化がより一層小さ
い絶縁層を形成する観点からは、上記硬化剤は、シアネートエステル化合物又はフェノー
ル化合物であることが好ましい。上記硬化剤は、シアネートエステル化合物であることが
好ましく、フェノール化合物であることも好ましい。上記硬化剤は、上記熱硬化性樹脂の
熱硬化性基と反応可能な官能基を有することが好ましい。
【００６９】
　粗化処理された絶縁層の表面の表面粗さをより一層小さくし、絶縁層と金属層との接着
強度をより一層高くし、かつ絶縁層の表面により一層微細な配線を形成する観点からは、
上記硬化剤は、シアネートエステル化合物、フェノール化合物又は活性エステル化合物で
あることが好ましい。
【００７０】
　上記シアネートエステル化合物としては、ノボラック型シアネートエステル樹脂、ビス
フェノール型シアネートエステル樹脂、並びにこれらが一部三量化されたプレポリマー等
が挙げられる。上記ノボラック型シアネートエステル樹脂としては、フェノールノボラッ
ク型シアネートエステル樹脂及びアルキルフェノール型シアネートエステル樹脂等が挙げ
られる。上記ビスフェノール型シアネートエステル樹脂としては、ビスフェノールＡ型シ
アネートエステル樹脂、ビスフェノールＥ型シアネートエステル樹脂及びテトラメチルビ
スフェノールＦ型シアネートエステル樹脂等が挙げられる。
【００７１】
　上記シアネートエステル化合物は特に限定されない。該シアネートエステル化合物とし
て、従来公知のシアネートエステル化合物を使用可能である。上記シアネートエステル化
合物は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００７２】
　上記シアネートエステル化合物の市販品としては、フェノールノボラック型シアネート
エステル樹脂（ロンザジャパン社製「ＰＴ－３０」及び「ＰＴ－６０」）、及びビスフェ
ノール型シアネートエステル樹脂が三量化されたプレポリマー（ロンザジャパン社製「Ｂ
Ａ－２３０Ｓ」、「ＢＡ－３０００Ｓ」、「ＢＴＰ－１０００Ｓ」及び「ＢＴＰ－６０２
０Ｓ」）等が挙げられる。
【００７３】
　上記フェノール化合物は特に限定されない。該フェノール化合物として、従来公知のフ
ェノール化合物を使用可能である。上記フェノール化合物は、１種のみが用いられてもよ
く、２種以上が併用されてもよい。
【００７４】
　上記フェノール化合物としては、ノボラック型フェノール、ビフェノール型フェノール
、ナフタレン型フェノール、ジシクロペンタジエン型フェノール、アラルキル型フェノー
ル及びジシクロペンタジエン型フェノール等が挙げられる。
【００７５】
　上記フェノール化合物の市販品としては、ノボラック型フェノール（ＤＩＣ社製「ＴＤ
－２０９１」）、ビフェニルノボラック型フェノール（明和化成社製「ＭＥＨ－７８５１
」）、アラルキル型フェノール化合物（明和化成社製「ＭＥＨ－７８００」）、並びにア
ミノトリアジン骨格を有するフェノール（ＤＩＣ社製「ＬＡ－１３５６」及び「ＬＡ３０
１８－５０Ｐ」）等が挙げられる。
【００７６】
　粗化処理された絶縁層の表面の表面粗さをより一層小さくし、絶縁層と金属層との接着
強度をより一層高くし、かつ絶縁層の表面により一層微細な配線を形成する観点からは、
上記フェノール化合物は、ビフェニルノボラック型フェノール化合物、又はアラルキル型
フェノール化合物であることが好ましい。
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【００７７】
　上記活性エステル化合物は特に限定されない。上記活性エステル化合物の市販品として
は、ＤＩＣ社製「ＨＰＣ８０００」等が挙げられる。
【００７８】
　上記活性エステル化合物として、従来公知の活性エステル化合物を使用可能である。上
記活性エステル化合物は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００７９】
　上記絶縁フィルムに含まれている上記フィラーを除く固形分Ａ１００重量％中、上記熱
硬化性樹脂と上記硬化剤との合計の含有量は、好ましくは７５重量％以上、より好ましく
は８０重量％以上、好ましくは９９重量％以下、より好ましくは９７重量％以下である。
【００８０】
　上記熱硬化性樹脂と上記硬化剤との合計の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であ
ると、より一層良好な絶縁層が得られ、溶融粘度を調整することができるためにフィラー
の分散性が良好になり、かつ硬化過程で、意図しない領域に絶縁フィルムが濡れ拡がるこ
とを防止できる。さらに、絶縁層の熱による寸法変化をより一層抑制できる。また、上記
熱硬化性樹脂と上記硬化剤との合計の含有量が上記下限未満であると、絶縁フィルムの回
路基板の穴又は凹凸に対する埋め込みが困難になる。また、上記熱硬化性樹脂と上記硬化
剤との合計の含有量が上記上限を超えると、溶融粘度が低くなりすぎて硬化過程で、意図
しない領域に絶縁フィルムが濡れ拡がりやすくなる傾向がある。「固形分Ａ」とは、熱硬
化性樹脂と硬化剤と必要に応じて配合される他の固形分との総和をいう。固形分Ａには、
フィラーは含まれない。「固形分」とは、不揮発成分であり、成形又は加熱時に揮発しな
い成分をいう。
【００８１】
　上記熱硬化性樹脂と上記硬化剤との配合比は特に限定されない。熱硬化性樹脂と硬化剤
との配合比は、熱硬化性樹脂と硬化剤との種類により適宜決定される。
【００８２】
　上記硬化剤において、特にナフタレン型硬化剤等の多環芳香族を有する硬化剤、及びイ
ミダゾール化合物等の複素環を有する硬化剤は、紫外領域での高い光吸収特性を有し、樹
脂組成物の単位重量当たりの吸光係数ε０を高めることができる。
【００８３】
　［フィラー］
　上記絶縁フィルムに含まれている上記フィラーとしては、有機フィラー及び無機フィラ
ー等が挙げられる。無機フィラーが好ましい。上記フィラーは、１種のみが用いられても
よく、２種以上が併用されてもよい。
【００８４】
　上記無機フィラーとしては、シリカ、タルク、クレイ、マイカ、ハイドロタルサイト、
アルミナ、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、窒化アルミニウム及び窒化ホウ素等
が挙げられる。粗化処理された絶縁層の表面の表面粗さを小さくし、絶縁層と金属層との
接着強度をより一層高くし、かつ絶縁層の表面により一層微細な配線を形成し、かつ絶縁
層により良好な絶縁信頼性を付与する観点からは、上記無機フィラーは、シリカ又はアル
ミナであることが好ましく、シリカであることがより好ましく、溶融シリカであることが
更に好ましい。シリカの使用により、絶縁層の線膨張率がより一層低くなり、かつ粗化処
理された絶縁層の表面の表面粗さが効果的に小さくなり、絶縁層と金属層との接着強度が
効果的に高くなる。シリカの形状は略球状であることが好ましい。
【００８５】
　上記フィラーの平均粒径は、好ましくは０．１μｍ以上、好ましくは２０μｍ以下、よ
り好ましくは１μｍ以下である。上記フィラーの平均粒径として、５０％となるメディア
ン径（ｄ５０）の値が採用される。上記平均粒径は、レーザー回折散乱方式の粒度分布測
定装置を用いて測定できる。
【００８６】



(12) JP 6431425 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

　上記フィラーは、表面処理されていることが好ましく、カップリング剤により表面処理
されていることがより好ましい。これにより、粗化処理された絶縁層の表面の表面粗さが
より一層小さくなり、絶縁層と金属層との接着強度がより一層高くなり、かつ絶縁層の表
面により一層微細な配線が形成され、かつより一層良好な配線間絶縁信頼性及び層間絶縁
信頼性を絶縁層に付与することができる。
【００８７】
　上記カップリング剤としては、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤及び
アルミニウムカップリング剤等が挙げられる。上記シランカップリング剤としては、アミ
ノシラン、イミダゾールシラン、ビニルシラン及びエポキシシラン等が挙げられる。
【００８８】
　上記絶縁フィルム１００重量％中、上記フィラーの含有量は、好ましくは３０重量％以
上、より好ましくは５０重量％以上、更に好ましくは８０重量％以下である。上記フィラ
ーの含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、粗化処理された絶縁層の表面の表
面粗さがより一層小さくなり、絶縁層と金属層との接着強度がより一層高くなり、かつ絶
縁層の表面により一層微細な配線を形成することができると同時に、このフィラー量であ
れば金属銅並に絶縁層の熱線膨張係数を低くすることも可能である。
【００８９】
　本発明では、上記絶縁フィルム１００重量％中、上記フィラーの含有量が多くても、上
記フィラーの含有量が５０重量％以上であっても、保護フィルムを良好に剥離することが
できる。
【００９０】
　［溶剤］
　上記絶縁フィルムに含まれている上記溶剤としては、アセトン、メタノール、エタノー
ル、ブタノール、２－プロパノール、２－メトキシエタノール、２－エトキシエタノール
、１－メトキシ－２－プロパノール、２－アセトキシ－１－メトキシプロパン、トルエン
、キシレン、メチルエチルケトン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、メチルイソブチルケ
トン、Ｎ－メチル－ピロリドン、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン、シクロヘキサノン及び
混合物であるナフサ等が挙げられる。上記溶剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以
上が併用されてもよい。
【００９１】
　上記絶縁フィルム１００重量％中、上記溶剤の含有量は好ましくは１重量％以上、より
好ましくは２重量％以上、好ましくは５重量％以下、より好ましくは４重量％以下である
。上記溶剤の含有量が上記下限以上であると、絶縁フィルムが過度に流動しにくくなる。
上記溶剤の含有量が上記上限以下であると、絶縁層に溶剤がより一層残存し難くなる。
【００９２】
　［他の成分及びエポキシ樹脂材料の詳細］
　上記絶縁フィルムは、必要に応じて硬化促進剤、熱可塑性樹脂及びレベリング剤等を含
んでいてもよい。
【００９３】
　上記硬化促進剤の使用により、絶縁フィルムの硬化速度がより一層速くなる。絶縁フィ
ルムを速やかに硬化させることで、絶縁層の架橋構造が均一になる。上記硬化促進剤とし
ては、例えば、イミダゾール化合物、リン化合物、アミン化合物及び有機金属化合物等が
挙げられる。上記硬化促進剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されても
よい。
【００９４】
　上記硬化促進剤としては、例えば、イミダゾール化合物、リン化合物、アミン化合物及
び有機金属化合物等が挙げられる。上記イミダゾール化合物としては、２－ウンデシルイ
ミダゾール、２－ヘプタデシルイミダゾール、２－メチルイミダゾール、２－エチル－４
－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－４－メチルイミダゾ
ール、１－ベンジル－２－メチルイミダゾール、１－ベンジル－２－フェニルイミダゾー
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ル、１，２－ジメチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール、１－
シアノエチル－２－エチル－４－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－ウンデシ
ルイミダゾール、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾール、１－シアノエチル－２
－ウンデシルイミダゾリウムトリメリテイト、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾ
リウムトリメリテイト、２，４－ジアミノ－６－［２’－メチルイミダゾリル－（１’）
］－エチル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－［２’－ウンデシルイミダゾリル
－（１’）］－エチル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－［２’－エチル－４’
－メチルイミダゾリル－（１’）］－エチル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－
［２’－メチルイミダゾリル－（１’）］－エチル－ｓ－トリアジンイソシアヌル酸付加
物、２－フェニルイミダゾールイソシアヌル酸付加物、２－メチルイミダゾールイソシア
ヌル酸付加物、２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール及び２－フェニ
ル－４－メチル－５－ジヒドロキシメチルイミダゾール等が挙げられる。
【００９５】
　上記リン化合物としては、トリフェニルホスフィン等が挙げられる。
【００９６】
　上記アミン化合物としては、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ジエチレンテトラミ
ン、トリエチレンテトラミン及び４，４－ジメチルアミノピリジン等が挙げられる。
【００９７】
　上記有機金属化合物としては、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、オクチル酸スズ
、オクチル酸コバルト、ビスアセチルアセトナートコバルト（ＩＩ）及びトリスアセチル
アセトナートコバルト（ＩＩＩ）等が挙げられる。
【００９８】
　硬化物の絶縁信頼性を高める観点からは、上記硬化促進剤は、イミダゾール化合物であ
ることが特に好ましい。
【００９９】
　上記硬化促進剤の含有量は特に限定されない。エポキシ樹脂材料を効率的に硬化させる
観点からは、上記固形分Ａ１００重量％中、上記硬化促進剤の含有量は好ましくは０．０
１重量％以上、より好ましくは０．５重量％以上、好ましくは３重量％以下、より好まし
くは２重量％以下である。
【０１００】
　耐衝撃性、耐熱性、樹脂の相溶性及び作業性等の改善を目的として、エポキシ樹脂材料
には、カップリング剤、着色剤、酸化防止剤、紫外線劣化防止剤、消泡剤、増粘剤、揺変
性付与剤及び上述した樹脂以外の他の樹脂等を添加してもよい。
【０１０１】
　上記カップリング剤としては、シランカップリング剤、チタンカップリング剤及びアル
ミニウムカップリング剤等が挙げられる。上記シランカップリング剤としては、ビニルシ
ラン、アミノシラン、イミダゾールシラン及びエポキシシラン等が挙げられる。
【０１０２】
　上記硬化促進剤において、特にイミダゾール化合物等の複素環を有する硬化促進剤は、
紫外領域での高い光吸収特性を有し、樹脂組成物の単位重量当たりの吸光係数ε０を高め
ることができる。
【０１０３】
　上記他の樹脂としては、フェノキシ樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリフェニレン
エーテル樹脂、ジビニルベンジルエーテル樹脂、ポリアリレート樹脂、ジアリルフタレー
ト樹脂、ポリイミド樹脂、アミドイミド樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、ベンゾオキサゾー
ル樹脂、ビスマレイミド樹脂及びアクリレート樹脂等が挙げられる。
【０１０４】
　上記熱可塑性樹脂は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。　
上記他の樹脂において、特にポリイミド樹脂、アミドイミド樹脂、ビスマレイミド樹脂、
ベンゾオキサジン樹脂、ベンゾオキサゾール樹脂等の複素環を有する樹脂は紫外領域での
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高い吸収特性を有し、樹脂組成物の単位重量当たりの吸光係数ε０を高めることができる
。
【０１０５】
　以下、実施例及び比較例を挙げることにより、本発明を具体的に説明する。本発明は、
以下の実施例に限定されない。
【０１０６】
　絶縁フィルムを形成するために、以下の材料を用いた。実施例及び比較例では、以下の
成分を用いた。
【０１０７】
　（熱硬化性樹脂（エポキシ樹脂））
　ナフタレン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社製「ＨＰ６０００」）
　ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（日本化薬社製「ＲＥ－４１０Ｓ」）
　ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（日本化薬社製「ＸＤ１０００」）
　ビフェニル型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社製「ＮＣ３０００Ｈ」）
【０１０８】
　（硬化剤）
　アミノトリアジン変性ノボラック型（ＡＴＮ）硬化剤（ＤＩＣ社製「ＬＡ３０１８－５
０Ｐ」）
【０１０９】
　（熱可塑性樹脂）
　フェノキシ樹脂（三菱化学社製「ＹＸ６９５４ＢＨ３０」」）
【０１１０】
　（フィラー）
　シリカ（アドマテックス社製「ＳＣ２０５０」）
【０１１１】
　（硬化促進剤）
　イミダゾール化合物（四国化成工業社製「２Ｐ４ＭＺ」）
【０１１２】
　（添加剤）
　レベリング剤（楠本化成社製「ＬＨＰ－９０」）
【０１１３】
　（保護フィルム）
　保護フィルム１（ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、リンテック社製「
５０１１」、厚み５０μｍ、波長３５５ｎｍでの光線透過率９９．９％）
　保護フィルム２（ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルム、帝人デュポン社製「
Ｑ６５ＨＡ」、厚み５０μｍ、波長３５５ｎｍでの光線透過率１６％）
【０１１４】
　（実施例１）
　（１）積層フィルムの作製
　シリカ（アドマテックス社製「ＳＣ２０５０」）のシクロヘキサノンスラリー（シリカ
スラリー）（固形分７０重量％）４５．８３重量部に、ビフェニル型エポキシ樹脂（日本
化薬社製「ＮＣ３０００Ｈ」）２．７２重量部と、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（Ｄ
ＩＣ社製「ＲＥ－４１０Ｓ」）２．４８重量部と、ナフタレン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社
製「ＨＰ６０００」）５．２３重量部と、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（日本化
薬社製「ＸＤ１０００」）３．５９重量部とを加え、攪拌機を用いて、１２００ｒｐｍで
６０分間撹拌した。次に、未溶解物がなくなったことを確認した。その後、アミノトリア
ジン変性ノボラック型硬化剤（ＤＩＣ社製「ＬＡ－３０１８－５０Ｐ」）のポリプロピレ
ングリコールモノメチルエーテル混合溶液（固形分５０重量％）２９．８３重量部を加え
て、１２００ｒｐｍで６０分間撹拌し未溶解物がなくなったことを確認した後、フェノキ
シ樹脂（三菱化学社製「ＹＸ６９５４ＢＨ３０」）のメチルエチルケトン及びシクロヘキ
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サノン混合溶液（固形分３０重量％）１０．２４重量部と、イミダゾール化合物（四国化
成工業社製「２Ｐ４ＭＺ」）０．０６重量部と、レベリング剤（楠本化成社製「ＬＨＰ－
９０」、炭化水素系溶剤混合溶液）０．０１重量部とをさらに加え、１２００ｒｐｍで３
０分間撹拌し、樹脂ワニスを得た。
【０１１５】
　保護フィルム２（ポリエチレンナフタレートフィルム、帝人デュポン社製「Ｑ６５ＨＡ
」、波長３５５ｎｍでの光線透過率１６％）の表面に、乾燥後の絶縁フィルム（樹脂組成
物）の厚みが２０μｍとなるようにダイコーターにて樹脂ワニスを塗布し、１００℃で６
０秒間乾燥（乾燥条件）させて、絶縁フィルムを形成した。
【０１１６】
　（２）積層構造体の作製
　１）ラミネート工程：ガラスエポキシ基板（ＦＲ－４、利昌工業社製「ＣＳ－３６６５
」）の表面に、名機製作所社製「バッチ式真空ラミネーターＭＶＬＰ－５００－ＩＩＡ」
を用いて、得られた積層フィルムを、絶縁フィルムの表面がガラスエポキシ基板に対向す
るようにラミネート（真空ラミネート）して、積層体を得た。ラミネートの条件は、３０
秒減圧して気圧を１３ｈＰａ以下とし、その後３０秒間、１００℃及び圧力０．８ＭＰａ
でプレスする条件とした。
【０１１７】
　２）予備硬化工程：内部の温度が１５０℃のギヤオーブン内に積層板を６０分間入れ、
絶縁フィルムを硬化させて、予備硬化絶縁層（絶縁フィルム）を形成し、積層体を得た。
【０１１８】
　３）ビア形成工程：保護フィルム３及び予備硬化絶縁層に、ＵＶ－ＹＡＧレーザー（Ｅ
ＳＩ社製「５３３０ＸＩ」、波長３５５ｎｍ、周波数７０ｋＨｚ、ショット数５０ショッ
ト、エネルギー０．５Ｗ）にてレーザー照射し、ビアの上端径が３０μｍとなるように、
保護フィルム及び予備硬化絶縁層を貫通するビアを形成した。
【０１１９】
　４）フィルム剥離工程：予備硬化絶縁層から、保護フィルムを剥離した。
【０１２０】
　５）粗化処理工程：得られた予備硬化絶縁層を有する積層体を、下記の（ａ）膨潤処理
をした後、下記の（ｂ）粗化処理をした。
【０１２１】
　（ａ）膨潤処理：
　７０℃の膨潤液（アトテックジャパン社製「スウェリングディップセキュリガントＰ」
、和光純薬工業社製「水酸化ナトリウム」の水溶液）に、上記積層体を入れて、１０分間
揺動させた。その後、純水で洗浄した。すなわち、７０℃で１０分間膨潤処理を行った。
【０１２２】
　（ｂ）デスミア処理を兼ねる粗化処理：
　８０℃の過マンガン酸ナトリウム（アトテックジャパン社製「コンセントレートコンパ
クトＣＰ」、和光純薬工業社製「水酸化ナトリウム」）粗化水溶液に、上記積層体を入れ
て、３０分間揺動させ、粗化処理された予備硬化絶縁層を得た。すなわち、８０℃で３０
分間粗化処理を行った。
【０１２３】
　粗化処理された予備硬化絶縁層を、２５℃の洗浄液（アトテックジャパン社製「リダク
ションセキュリガントＰ」、和光純薬工業社製「硫酸」）により２分間洗浄した後、純水
でさらに洗浄した。このようにして、ガラスエポキシ基板上に、粗化処理された予備硬化
絶縁層を形成した。
【０１２４】
　（比較例１）
　保護フィルムの剥離をビア形成前に行ったこと以外は、実施例１と同様にして、積層フ
ィルムを得た。
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【０１２５】
　（１）積層フィルム
　実施例１で得られた積層フィルムを用意した。
【０１２６】
　（２）積層構造体の作製
　１）ラミネート工程：ガラスエポキシ基板（ＦＲ－４、利昌工業社製「ＣＳ－３６６５
」）の表面に、名機製作所社製「バッチ式真空ラミネーターＭＶＬＰ－５００－ＩＩＡ」
を用いて、得られた積層フィルムを、絶縁フィルムの表面がガラスエポキシ基板に対向す
るようにラミネート（真空ラミネート）して、積層体を得た。ラミネートの条件は、３０
秒減圧して気圧を１３ｈＰａ以下とし、その後３０秒間、１００℃及び圧力０．８ＭＰａ
でプレスする条件とした。
【０１２７】
　２）フィルム剥離工程：予備硬化絶縁層から、保護フィルムを剥離した。
【０１２８】
　３）予備硬化工程：内部の温度が１５０℃のギヤオーブン内に積層板を６０分間入れ、
絶縁フィルムを硬化させて、予備硬化絶縁層（絶縁フィルム）を形成し、積層体を得た。
【０１２９】
　４）ビア形成工程：保護フィルム３及び予備硬化絶縁層に、ＵＶ－ＹＡＧレーザー（Ｅ
ＳＩ社製「５３３０ＸＩ」、波長３５５ｎｍ、周波数７０ｋＨｚ、ショット数５０ショッ
ト、エネルギー０．５Ｗ）にてレーザー照射し、ビアの上端径が３０μｍとなるように、
保護フィルム及び予備硬化絶縁層を貫通するビアを形成した。
【０１３０】
　ビア形成工程後、実施例１と同様にして、積層構造体を得た。
【０１３１】
　（比較例２）
　保護フィルムの種類を下記の表１に示すように変更したこと以外は、実施例１と同様に
して、積層フィルムを得た。
【０１３２】
　（評価）
　（１）保護フィルムの光線透過率
　分光光度計（島津製作所社製「Ｕｖｍｉｎｉ―１２４０」）を用いて透過率を測定する
ことで、保護フィルムの波長３５５ｎｍの光線透過率を評価した。
【０１３３】
　（２）絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０

　絶縁フィルムのフィラーを除く成分を用いて、２０ｇ／Ｌのシクロヘキサノン溶液を調
製した。調製した溶液を石英セルに３ｍｌ程度入れ、分光光度計（島津製作所社製「ＵＶ
ｍｉｎｉ－１２４０」）を用いて、吸光度を測定し、ランベルト・ベール式（下式１）に
て、絶縁フィルムのフィラーを除く成分の単位重量当たりの吸光係数ε０を評価した。
【０１３４】
　Ａｂｓ＝ε０ｃｌ・・・（式１）
　（ε０：樹脂組成物の単位重量当たりの吸光係数ε０［Ｌ／（ｇ・ｃｍ）］、Ａｂｓ：
吸光度［－］、ｌ：入射光に平行な石英セルの長さ［ｃｍ］）
【０１３５】
　（３）ビアの開口率
　粗化処理後にビア上端と、ビア下端との口径を光学顕微鏡で観察した。式：下端径（μ
ｍ）／上端径（μｍ）×１００より、ビアの開口率を求めた。ビアの開口率は、１００％
に近いことが好ましい。
【０１３６】
　（４）粗化処理後の予備硬化絶縁層の表面のダメージ
　粗化処理後に、ビア周辺の予備硬化絶縁層の上部をＳＥＭ（走査型電子顕微鏡：ＪＥＯ
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周辺の予備硬化絶縁層の上部における欠けの有無を観察した。表面のダメージを以下の基
準で判定した。
【０１３７】
　［表面のダメージの判定基準］
　○：欠けがない
　△：長さ５μｍ未満の微小な欠けがある
　×：長さ５μｍ以上の大きな欠けがある
【０１３８】
　（５）ビア底における残渣（スミア）
　粗化処理後に、ビア底を、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡：ＪＥＯＬ社製「ＪＳＭ－６７０
０Ｆ」、Ｍ×７５００）にて、反射電子モードで観察した。ビア底のスミア残りを以下の
基準で判定した。
【０１３９】
　［ビア底における残渣の判定基準］
　○：残渣なし
　△：長さ３μｍ未満の微小な残渣がある
　×：長さ３μｍ以上の大きな残渣がある
【０１４０】
　組成の詳細及び評価結果を下記の表１に示す。
【０１４１】
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【表１】

【符号の説明】
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【０１４２】
　１，１Ａ…積層フィルム
　２…絶縁フィルム
　２ａ…第１の表面
　２ｂ…第２の表面
　２Ａ…予備硬化された絶縁フィルム
　２Ｂ…粗化処理された絶縁フィルム
　２Ｃ…絶縁層
　３…第１の保護フィルム
　４…第２の保護フィルム
　２１…積層対象部材
　２１ａ…基板本体
　２１ｂ…金属層
　２２…金属層
　３１…ビア
　Ｘ…絶縁フィルムの上部
　Ｙ…ビアの底部

【図１】 【図２】
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